
AGS Group令和８年度税制改正大綱の概要
本資料の内容は、令和８年度税制改正大綱（令和７年12月19日与党公表）に基づき、弊社内にて検討のうえ概要を

取りまとめたものです。今後公表される最終法案等にて本資料の内容から変更となる場合があることにご留意ください。

一言解説

適用時期 外国関係会社の令和８年４月１日以後に開始する事業年度について適用されます。

外国子会社合算税制等の見直し

１．概要

外国関係会社の清算活動において、資産売却や人員解雇で実態を失った結果、清算事業年度は経済活動基準（事業基準、実体基準、管理支配基準、非関

連者基準または所在地国基準）を満たさないため、部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等にはならずに「会社単位の合算課税」の対象となケースが

ありました。

２．改正の内容

⑴ 外国関係会社が清算部分対象外国関係会社（その解散の日を含む事業年度開始の日前２年以内に開始した事業年度のいずれにおいても部分対象外国関

係会社に該当していたもの。）又は清算外国金融子会社等（その解散の日を含む事業年度開始の日前１年以内に開始した事業年度のいずれにおいても外

国金融子会社等に該当していたもの。 ）に該当する場合、当該外国関係会社はその解散により最初に部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に該

当しないこととなった事業年度終了の日から原則として同日以後３年を経過した日までの期間内の日を含む事業年度（特例清算事業年度）においても部

分対象外国関係会社又は外国金融子会社等とみなします（ただし、国税当局の当該職員から上記適用要件に該当することを明らかにする書類の提出等を

求められた場合において、その提出がないときは、その適用要件に該当しないものと推定されます。）。

特例清算事業年度の異常所得の計算において、控除額の基礎となる総資産の額、人件費の額及び減価償却累計額は、その解散により最初に部分対象外

国関係会社又は外国金融子会社等に該当しないこととなった事業年度の前事業年度に係るこれらの金額とします。

⑵ 外国関係会社のペーパーカンパニー特例における資産割合要件について、当該会社の事業年度終了時における総資産額が零である場合には、その外国

関係会社の事業年度に係る資産割合要件の判定を不要とします。

⑶ 外国関係会社の本店所在地国の外国法人税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合を計算できる特例は、最高税率を適用

されることが通常見込まれない等の事情により本特例を適用することが著しく不適当と認められる場合には適用することができません。

⑷ 居住者に係る外国子会社合算税制および特殊関係株主等である内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例制度については、上記⑴から⑶と同様

の見直しを行います。

外国関係会社の清算事業年度においては、事業実態がなくなるためCFC税制の合算課税の対象となり、清算に伴う資産売却

益等が課税されておりましたが、改正により解散前の事業年度で合算課税の有無が判定されることになります。
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